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（訂正）「内部統制システム構築の基本方針」一部改定に関するお知らせ 

 

本開示は、平成２７年１０月２３日１５時１０分に開示致しました「内部統制システム構築の基本方針」

一部改定に関するお知らせにつきまして、開示資料の２ページ目及び３ページ目が欠落していたことによる

訂正として、改めて別紙の通り開示をするものであります。 

 

以 上 



別紙 

 

改定後の「内部統制システム構築の基本方針」は、下記の通りであります。 

（主な改定箇所には下線を引いております。） 

 

記 

 

「内部統制システム構築の基本方針について」 

 

 当社は、会社法に基づく、「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体

制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」の構

築に関する基本方針を以下のとおりに定め、この基本方針により構築する体制の下で会社業務の適法

性・効率性の確保並びにリスク管理に努めるとともに、社会経済情勢その他環境の変化に応じて、適宜

見直しを行い、改善・充実を図ってまいります。 

 

Ⅰ．株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定めた体制 

１．取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

   当社は、コンプライアンスの徹底を当社の最重要課題として位置付け、取締役及び従業員が法令・定

款及び経営理念に遵守した行動をとるための「企業行動規範」並びに「コンプライアンス規定」を定め

るとともに、法令等遵守に係る相談・通報窓口として「コンプライアンス推進室」を設置している。 

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

   当社は、取締役の職務の執行に係る文書（電磁的記録を含む。）については、関連資料とともに、「文

書管理規定」の定めにより適切に保管・管理し、必要に応じて閲覧可能な体制を整備している。 

３．損失の危険の管理に関する規定その他の体制 

   当社は、経営に重大な影響を与える様々なリスクを全体的に把握し、リスクが発生する場合に備え、

予め必要な対応方針、体制等を整備し、発生したリスクによる損失を最小限にくい止め、再発を防止し、

企業価値を保全するための「リスク管理規定」を定めるとともに、「リスク管理委員会」を設置している。 

   また、有事の際には、「経営危機対策規定」に従い、社長を対策本部長とする「経営危機対策本部」を

設置し、危機管理対策にあたる。 

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

   当社は、取締役会を月１回定例的に開催するほか、必要に応じ適宜臨時に開催し、経営上の重要事項

の決定及び取締役相互の業務執行状況の監督等を行っている。また、取締役会に付議される事項につい

ては、事前に十分な審議及び議論を行うことにより、効率的な職務を遂行している。 

５．当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制 

  ①子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制 

   当社は、子会社に取締役、監査役を当社から派遣し、子会社の業務の執行が適正に行われるよう監督

するとともに、定期的に子会社との情報交換、人事交流等により連携体制を確立している。 

  ②子会社の損失の危険の管理に関する体制 



   当社は、当社企業グループ全体のリスクについて、網羅的・統括的に管理するため、当社のリスク管

理規定に準拠した規定を子会社においても求め、当社企業グループ全体のリスクマネジメント推進を確

立している。 

  ③子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

   当社は、子会社に取締役、監査役を当社から派遣し、当社企業グループ全体の情報共有を図ると共に

取締役会において、経営上の重要事項の決定及び取締役相互の業務執行状況の監督等を行っており、職

務の執行が効率的に行われる体制を確保している。 

  ④子会社の取締役等の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 

   当社は子会社の取締役等に、当社の企業行動規範及びコンプライアンス規定に準拠し、それに基づき、

社会的な要請に応える適法かつ公正な事業活動に努める体制を構築させている。 

 

Ⅱ．株式会社の業務の適正を確保するために取締役の職務執行を監査することに必要なものとして法務省令

で定めた体制 

１．監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項 

   監査役から監査役の職務を補助すべき従業員の配置要請があったときは、監査役と協議の上、同意を

得て監査役の職務を補助する従業員として適切な人材を配置する。 

２．前号の従業員の取締役からの独立性に関する事項 

   監査役の職務を補助すべき従業員を配置する場合は、取締役からの独立性を確保するために、当該従

業員に対する指揮命令、報酬及び人事異動に関しては監査役会の同意を得る。 

３．監査役の職務を補助すべき従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項 

   監査役の職務を補助するため、専任の従業員を置くものとする。従業員の人数、人選等については監

査役と取締役が協議して決定する。 

 

４．当社の取締役等が監査役に報告するための体制 

   当社の取締役等は、監査役会に報告すべきと思われる事項について、報告する。また、監査役会の定

めるところに従い、監査役の要請に応じて必要な報告を行う。 

５．子会社の取締役等から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制 

   子会社の取締役等は、業務執行に関する事項について、当社監査役に報告すべきと思われる事項につ

いて、速やかに適切な報告を行う。 

６．監査役へ報告を行った者が当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する

ための体制 

   当社は、監査役へ報告すべきと思われる報告を行った当社企業グループの取締役等に対し、当該報告

を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社企業グループの取締役等に

周知徹底する。 

７．監査費用等の処理に係る方針に関する事項 

   監査役がその職務の執行について、当該監査役の職務の執行に必要な費用または債務を当社が支給す

る。 

８．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 



   監査役は、取締役及び重要な従業員からヒアリング及び意見交換をする機会を確保するとともに、代

表取締役及び会計監査人と定期的に意見交換の会合を行う。また、内部監査部門と緊密な連携を保つこ

ととする。 

 

Ⅲ．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況 

 当社は社会的秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力、団体に対しては、毅然とした態度で対処し、

あらゆる関係を持たない方針であり、この方針に基づき「企業行動規範」において反社会的勢力との関

係遮断を明記している。 

以 上 


